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１．事業概要
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（２）

（３）経営比較分析表を活用した現状分析

平 成 19 年 4 月 1 日

計 画 期 間 ：
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～

管 路 延 長

水 源

0.99

料 金 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

施 設 能 力 2,200 ㎥／日

上下水道課は平成28年度現在14人で、業務は水道事業、簡易水道事業、下水道事業に分かれています。 職員給与費の予算措置については、水道事業会計に6人、
簡易水道事業特別会計に2人、下水道事業特別 会計に6人の人件費を計上しております。

これまでの主な経営健全化の取組

　平成27年度に策定・公表しました、平成26年度決算「経営比較分析表」を添付しております。
　経営及び施設の状況を表す経営指標を活用し、当町の経年比較や他の類似団体との比較、複数の指標を組み合わせた分析を行うことに より、経営の状況及び課題
を的確かつ簡明に把握することが可能となります。

団 体 名 ：

事 業 名 ：

有 収 水 量 密 度

新ひだか町

簡易水道事業

供 用 開 始 年 月 日 昭 和 27 年 1 月 1 日

法 適 （ 全 部 ・ 財 務 ）
・ 非 適 の 区 分

非適用

策 定 日 ：

年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数選択可）

浄水場設置数

配水池設置数

*1　「広域化」とは、①事業統合、②経営の一体化、③管理の一体化、④施設の共同化をいい、それぞれの内容は以下のとおりである。なお、将来の広域化に向けた他団体との勉強会
の設置や人事交流等について説明すべきものがあればその内容も記載すること。
①経営主体も事業も一つに統合された形態、②経営主体は一つだか、認可上、事業は別の形態、③維持管理業務や総務系の事務処理などを共同実施あるいは共同委託等により実
施する形態、④浄水場、配水池、水質試験センターなどの施設を共同保有する形態

102.6

千ｍ

別添１－２

新ひだか町　　　　　　　　　　事業経営戦略

事業の現況

（家事用）基本料金　1,600円（10㎥まで）、超過料金　1㎥につき170円
（団体用）基本料金　2,200円（10㎥まで）、超過料金　1㎥につき240円
（営業用）基本料金　3,800円（20㎥まで）、超過料金　1㎥につき240円
（浴場用）基本料金　12,000円（100㎥まで）、超過料金　1㎥につき120円
（臨時用）基本料金　3,700円（10㎥まで）、超過料金　1㎥につき370円
基本料金と超過料金の合計額に消費税及び地方消費税を加算した額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、そ
の端数を切り捨てる。

施 設 数

計 画 給 水 人 口 4,700

現 在 給 水 人 口 3,082

施 設 利 用 率 69.34

料 金 改 定 年 月 日
（消費税のみの改定は含まない）

※　直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を添付すること。
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水 道

簡易水道

表流水 , ダム , 伏流水 , 地下水 , 受水 , その他



グラフ凡例
当該団体値（当該値）

類似団体平均値（平均値）

平成27年度全国平均

※　平成23年度から平成25年度における各指標の類似団体平均値は、当時の事業数を基に算出していますが、管路更新率については、平成26年度の事業数を基に類似団体平均値を算出しています。

経営比較分析表
北海道　新ひだか町

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 人口（人） 面積(km
2
) 人口密度(人/km

2
)

20.72 ■

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円) 現在給水人口(人) 給水区域面積(km

2
) 給水人口密度(人/km

2
) －

法非適用 水道事業 簡易水道事業 D3 23,772 1,147.55

　当町の簡易水道事業は、人口密度が低い地域を給
水区域としているため、給水人口に対する建設投資
が多大となることから投資額をそのまま料金に転嫁
することは難しく、収支比率や料金回収率が１０
０％を下回っていても料金を一定に抑え、収支不足
分を政策的に補填しているのが現状です。
　しかし、人口減少等により有収水量が減少し、ま
た運営主体の町の財政状況も悪化している中で、今
後の簡易水道の維持管理等の運営にも支障を来しか
ねない状況でもあります。
　さらに、有収率が同規模団体と比較して１０％以
上低く、早急な改善が求められることから、管路更
新や修繕に必要な財源の確保を含め、現状の料金体
系について検証する必要があります。

「単年度の収支」 「累積欠損」 「支払能力」 「債務残高」

17.19 【】

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

- 該当数値なし 13.15 3,560 3,082 179.33

2. 老朽化の状況について

　老朽管の更新や耐震化については、財源等の問題
から思うように更新ができない状況であり、そのこ
とが有収率の低下にも繋がっています。
　また、管路のバイパス化も不完全なことから、未
対策箇所で本管が漏水し修繕しようとした場合、漏
水箇所から末端に至るまで全て断水せざるを得ない
状態のため、管路の配置切替えも早急に実施する必
要があります。
　そのため、地方債を財源として配水管布設工事に
伴い管路の更新を適宜実施しておりますが、料金収
入に対する地方債残高の比率が同規模団体と比較し
て１割程高いことから、建設投資に対する固定財源
の確保といった財政運営が求められます。

「料金水準の適切性」 「費用の効率性」 「施設の効率性」 「供給した配水量の効率性」

2. 老朽化の状況

全体総括

　簡易水道事業について現在地方公営企業法の適用
を国で推し進めており、当町におきましても将来的
な企業会計化を視野に入れる必要がありますが、管
路の更新、バイパス化は元より、配水池や上屋など
の耐震化も道半ばであることから、起債に係る交付
税措置も鑑みながら財源措置が不利とならぬよう慎
重に検討していかなければなりません。
　また、料金についても収支比率が１００％を下
回っていることから、一般会計からの繰入に頼ら
ず、独自の固定財源の確保といった検討も行ってい
きます。

「施設全体の減価償却の状況」 「管路の経年化の状況」 「管路の更新投資の実施状況」
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②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対給水収益比率(％)

⑤料金回収率(％) ⑥給水原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧有収率(％)

①有形固定資産減価償却率(％) ②管路経年化率(％) ③管路更新率(％)

【75.51】 【1,242.90】

【75.27】【57.58】【524.69】【33.35】

【0.71】

該当数値なし 該当数値なし

該当数値なし 該当数値なし



２．将来の事業環境

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

３．経営の基本方針

給水人口の予測

　簡易水道事業は、住民の生活維持のために必要不可欠なものであり、今後も安定したサービスを提供し続ける必要があることから、以下の2 点を基本方針として取り
組んでいきます。
　　１．収入の確保 　　　水道料金の収納率向上に向けて、料金徴収への取り組みを強化し収入の確保を図ります。
　　２．施設の適正な維持管理 　　　施設の改築・修繕計画を策定し、適正な維持・管理をしていきます。

上下水道課では、簡易水道事業とともに水道事業及び下水道事業を所管しています。町民サービス の内容と人件費のバランスを考慮しつつ、効率的にサービスを提
供できるよう定員適正化に取 り組んでいきます。

　国立社会保障・人口問題研究所が算出した将来推計人口と直近の住民基本台帳人口から積算した人口減少率を現在の給水人口に掛けたものを将来給水人口とし
ています。

水需要の予測

施設の見通し

組織の見通し

　耐用年数を超えて使用している設備が増えて来ていますことから、計画的に更新を行っていきます。

　(１)の人口減少率とほぼ比例して将来有収水量が減少するものと予測しています。

料金収入の見通し

　(１)の人口減少率とほぼ比例して将来料金収入が減少するものと予測しています。



４．投資・財政計画（収支計画）

（１）

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

投資・財政計画（収支計画）　：　 別　紙　の　と　お　り

・料金収入の見通し、料金の見直しに関する事項　…　今後の人口減少及び節水意識の向上により減収は避けられませんが、収納率の向上に努めることにより減少率
を抑えていきます。

・企業債に関する事項　…　建設改良費については簡易水道事業債と過疎対策事業債（辺地地区については辺地対策事業債）を発行可能額の2分の1づつ計上して
います。

・繰入金に関する事項　…　一般会計からの繰入金については、年度ごとの維持管理費及び資本費から繰出基準ごとに算出し、収支が均衡しない場合においては基
準外繰入として計上しておりますが、極力縮減するよう他収入の確保及び経費節減に努めて行きます。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

①　収支計画のうち投資についての説明

目 標 施設の改築・修繕計画を策定し、投資の平準化を図ります。

目 標 独立採算で運営して行けるように収入の確保を目指ざします。

②　収支計画のうち財源についての説明

・修繕費に関する事項　…　老朽管の更新を計画的に行うことにより修繕費の縮減に努めます。

・動力費に関する事項　…　経費削減に向けて出来る取り組みを継続して行っていきます。



（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　投資について検討状況等

②　財源について検討状況等

③　投資以外の経費についての検討状況等

５．経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

※　投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その内容等を記載すること。
　　 また、（１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間内の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の解消に向け
　 た取組の方向性、検討体制・スケジュール等について記載する必要があること。

施 設 ・ 設 備 の 廃 止 ・ 統 合
（ ダ ウ ン サ イ ジ ン グ ）

料金の見直しについては、必要性、実施時期や改定内容につい て慎重に判断し、改定する場合には利用者に対して十分な説明
と理解を得ることが必要 と考えています。

なし

建設改良費については簡易水道事業債と過疎対策事業債（辺地地区については辺地対策事業債）を発行可能額の2分の1づつ計
上しています。

施 設 ・ 設 備 の 長 寿 命 化 等 の
投 資 の 平 準 化

施設の改築・修繕計画を策定し、投資の平準化を図ります。

広 域 化 なし

委 託 料

修 繕 費

活用できる資産がありません。

そ の 他 の 取 組 なし

*2　遊休資産の売却や貸付、債券運用の導入、小水力発電や太陽光発電など

資 産 の 有 効 活 用 等 （ *2 ） に よ る
収 入 増 加 の 取 組

そ の 他 の 取 組

動 力 費

職 員 給 与 費

企 業 債

　毎年度、進捗管理（モニタリング）を行い、また、適宜見直し（ローリング）を行うことにより、 PDCAサイクルを効率的に回
して、本経営戦略の事後検証及び更新を行う予定としています。

料 金

そ の 他 の 取 組

なし

老朽管の更新を計画的に行うことにより修繕費の縮減に努めます。

経費削減に向けて出来る取り組みを継続して行っていきます。

なし

なし

繰 入 金

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
更 新 等 に 関 す る 事 項

一般会計からの繰入金については、年度ごとの維持管理費及び資本費から繰出基準ごとに算出し、収支が均衡しない場合にお
いては基準外繰入として計上しておりますが、極力縮減するよう他収入の確保及び経費節減に努めて行きます。

民 間 の 資 金 ・ ノ ウ ハ ウ 等 の 活 用
（ PFI ・ DBO の 導 入 等 ）

なし

施 設 ・ 設 備 の 合 理 化
（ ス ペ ッ ク ダ ウ ン ）

なし

なし



様式第2号（法非適用企業） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）
年　　　　　　度 前々年度 前年度

区 分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

1 (A) 86,195 89,645 121,224 128,564 65,452 65,744 66,095 66,610 66,943 67,320 67,922 68,324

（１） (B) 78,871 82,215 76,518 77,990 75,959 75,232 74,530 73,587 72,543 71,550 70,570 69,588

ア 75,343 75,573 73,834 76,098 72,480 71,753 71,051 70,057 69,064 68,071 67,078 66,109

イ (C)

ウ 3,528 6,642 2,684 1,892 3,479 3,479 3,479 3,530 3,479 3,479 3,492 3,479

（２） 7,324 7,430 44,706 50,574 △ 10,507 △ 9,488 △ 8,435 △ 6,977 △ 5,600 △ 4,230 △ 2,648 △ 1,264

ア 7,232 7,430 44,705 50,574 △ 10,507 △ 9,488 △ 8,435 △ 6,977 △ 5,600 △ 4,230 △ 2,648 △ 1,264

イ 92 1

２ (D) 69,663 73,283 61,234 65,293 65,452 65,744 66,095 66,610 66,943 67,320 67,922 68,324

（１） 55,182 58,985 47,763 51,924 52,083 52,375 52,726 53,241 53,574 53,951 54,553 54,955

ア 15,683 16,336 13,473 13,590 13,590 13,590 13,590 13,590 13,590 13,590 13,590 13,590

イ 39,499 42,649 34,290 38,334 38,493 38,785 39,136 39,651 39,984 40,361 40,963 41,365

（２） 14,481 14,298 13,471 13,369 13,369 13,369 13,369 13,369 13,369 13,369 13,369 13,369

ア 14,465 14,257 13,454 13,346 13,346 13,346 13,346 13,346 13,346 13,346 13,346 13,346

39

イ 16 41 17 23 23 23 23 23 23 23 23 23

３ (E) 16,532 16,362 59,990 63,271

1 (F) 167,358 110,581 59,628 121,974 165,606 148,809 163,919 160,513 165,218 170,858 157,248 162,619

（１） 111,900 61,000 48,400 110,900 93,600 73,500 92,000 85,000 85,400 86,000 79,000 85,000

（２） 53,924 47,966 62,530 64,840 70,219 73,813 78,118 83,158 76,548 75,919

（３）

（４）

（５） 8,021 9,374 7,776 8,769

（６） 1,534 1,615 3,207 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700

（７）

２ (G) 182,121 128,059 119,976 185,545 165,606 148,809 163,919 160,513 165,218 170,858 157,248 162,619

（１） 114,137 74,009 58,827 122,144 101,400 82,300 92,000 85,000 85,400 86,000 79,000 85,000

（２） (H) 67,984 54,050 61,149 63,401 64,206 66,509 71,919 75,513 79,818 84,858 78,248 77,619

（３）

（４）

（５）

３ (I) △ 14,763 △ 17,478 △ 60,348 △ 63,571

そ の 他

そ の 他

34年度 35年度

う ち 一 時 借 入 金 利 息

営 業 費 用

職 員 給 与 費

う ち 退 職 手 当

そ の 他

支 払 利 息

36年度

営 業 外 費 用

33年度29年度 30年度 31年度 32年度

営 業 外 収 益

他 会 計 繰 入 金

そ の 他

37年度

収
　
益
　
的
　
収
　
支

収
益
的
収
入

総 収 益

営 業 収 益

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

本年度

収
益
的
支
出

総 費 用

資
　
本
　
的
　
収
　
支

資
本
的
収
入

資 本 的 収 入

地 方 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 補 助 金

他 会 計 借 入 金

固 定 資 産 売 却 代 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

工 事 負 担 金

収 支 差 引 (A)-(D)

そ の 他

資
本
的
支
出

資 本 的 支 出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

地 方 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金

他 会 計 へ の 繰 出 金

そ の 他

収 支 差 引 (F)-(G)



様式第2号（法非適用企業） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）
年　　　　　　度 前々年度 前年度

区 分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

34年度 35年度 36年度33年度29年度 30年度 31年度 32年度 37年度本年度

(J) 1,769 △ 1,116 △ 358 △ 300

(K)

(L) 5 1,774 658 300

(M)

(N) 1,774 658 300

(O)

(P)

(Q)
(Q)

(B)-(C)
(A)

(D)+(H)

(S) 78,871 82,215 76,518 77,990 75,959 75,232 74,530 73,587 72,543 71,550 70,570 69,588

（T)

(U)

(V)

(W)

(X)

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度 前々年度 前年度

区 分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

7,232 7,430 44,705 50,574 △ 10,507 △ 9,488 △ 8,435 △ 6,977 △ 5,600 △ 4,230 △ 2,648 △ 1,264

7,232 7,430 44,705 50,574 8,340 8,340 8,340 8,340 8,340 8,340 8,340 8,340

△ 18,847 △ 17,828 △ 16,775 △ 15,317 △ 13,940 △ 12,570 △ 10,988 △ 9,604

53,924 47,966 62,530 64,840 70,219 73,813 78,118 83,158 76,548 75,919

43,420 32,699 40,127 41,566 44,948 47,194 49,885 53,035 48,904 48,510

10,504 15,267 22,403 23,274 25,271 26,619 28,233 30,123 27,644 27,409
61,156 55,396 44,705 50,574 52,023 55,352 61,784 66,836 72,518 78,928 73,900 74,655

翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源

収 支 再 差 引 (E)+(I)

積 立 金

前年度からの繰越金

実 質 収 支 黒 字

(N)-(O) 赤 字

前 年 度 繰 上 充 用 金

形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M)

赤 字 比 率 （ ×100 ）

収 益 的 収 支 比 率 （ ×100 ） 46 4746

地方財政法施行令第16条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

(R)

9963 70 50 4450 48 47

他 会 計 借 入 金 残 高

健全化法施行令第16条により算定した
資 金 の 不 足 額
健全化法施行規則第６条に規定する
解 消 可 能 資 金 不 足 額
健全化法施行令第17条により算定した
事 業 の 規 模
健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

100

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (B)-(C)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

((R)/(S)×100)

(（T）/（V）×100)

地 方 債 残 高

本年度 29年度 30年度 35年度 36年度 37年度

収 益 的 収 支 分

31年度 32年度

う ち 基 準 外 繰 入 金
合 計

33年度 34年度

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金


